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第一部 【企業情報】

第1 【企業の概況】

1 【主要な経営指標等の推移】
 

回次
第62期

中間連結会計期間
第63期

中間連結会計期間
第62期

会計期間
自　2024年4月1日
至　2024年9月30日

自　2025年4月1日
至　2025年9月30日

自　2024年4月1日
至　2025年3月31日

売上高 (百万円) 1,121,626 1,179,668 2,431,568

経常利益 (百万円) 321,181 306,896 707,727

親会社株主に帰属する
中間(当期)純利益

(百万円) 243,903 241,626 544,133

中間包括利益又は包括利益 (百万円) 226,764 291,648 476,095

純資産額 (百万円) 1,798,378 2,004,636 1,855,209

総資産額 (百万円) 2,517,855 2,667,019 2,625,981

1株当たり中間(当期)純利益 (円) 528.67 527.31 1,182.40

潜在株式調整後1株当たり
中間(当期)純利益

(円) 527.10 525.62 1,179.08

自己資本比率 (%) 70.8 74.4 70.1

営業活動によるキャッシュ・フロー (百万円) 332,433 250,848 582,174

投資活動によるキャッシュ・フロー (百万円) △91,799 △140,971 △169,609

財務活動によるキャッシュ・フロー (百万円) △195,092 △152,143 △388,836

現金及び現金同等物の
中間期末(期末)残高

(百万円) 504,669 444,013 485,072

(注)　当社は中間連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しており

ません。

 

2 【事業の内容】

　当中間連結会計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)において営まれている事業の内容に重要な

変更はありません。また、主要な関係会社についても異動はありません。
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第2 【事業の状況】

1 【事業等のリスク】

　当中間連結会計期間において、本半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が

当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると認識してい

る主要なリスクの発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はあり

ません。

 

2 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　文中の将来に関する事項は、当中間連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したものであります。

 

(1) 経営成績及び財政状態の状況

　当中間連結会計期間の世界経済につきましては、依然として地政学リスクによる懸念が続くものの、欧米諸国の

物価上昇率は2%台で推移しており、堅調な状況が維持されました。

　当社グループが参画しておりますエレクトロニクス産業におきましては、データセンター向けAIサーバーの需要

拡大が半導体市場全体の成長を牽引しました。

　このような状況のもと半導体製造装置市場は、中国における成熟世代向け設備投資は前年同期と比べ一服感がみ

られた一方、生成AI用途のメモリやアドバンストパッケージ向け設備投資が顕著に伸長しました。

　情報通信技術の進展に伴うデータ社会への移行、生産性向上や新たな価値の創出に向けたAIの進化、そして脱炭

素社会の実現に向けた取り組みを背景に、半導体の役割とその技術革新の重要性が高まるとともに、半導体製造装

置市場も中長期的にさらなる成長が期待されております。

　この結果、当社グループの当中間連結会計期間の連結業績は、売上高1兆1,796億6千8百万円(前年同期比5.2%

増)、営業利益3,031億5千3百万円(前年同期比3.4%減)、経常利益3,068億9千6百万円(前年同期比4.4%減)、また、

親会社株主に帰属する中間純利益は2,416億2千6百万円(前年同期比0.9%減)となりました。

 

　なお、当社グループは「半導体製造装置」の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しておりま

す。

 

また、当中間連結会計期間末の財政状態の状況は以下のとおりとなりました。

　当中間連結会計期間末の流動資産は、前連結会計年度末に比べ1,281億9千3百万円減少し、1兆6,725億6千3百万

円となりました。主な内容は、受取手形、売掛金及び契約資産の減少741億8千3百万円、棚卸資産の減少286億7千7

百万円、現金及び預金の減少209億8千9百万円によるものであります。

　有形固定資産は、前連結会計年度末から1,195億5千7百万円増加し、5,612億6千3百万円となりました。

　無形固定資産は、前連結会計年度末から9千8百万円減少し、357億5千2百万円となりました。

　投資その他の資産は、前連結会計年度末から497億7千2百万円増加し、3,974億4千万円となりました。

　これらの結果、総資産は、前連結会計年度末から410億3千8百万円増加し、2兆6,670億1千9百万円となりまし

た。

　流動負債は、前連結会計年度末に比べ1,176億9千6百万円減少し、5,602億2千9百万円となりました。主として、

未払法人税等の減少363億4千7百万円、前受金の減少322億2千3百万円、未払消費税等の減少241億8千5百万円、賞

与引当金の減少216億7百万円によるものであります。

　固定負債は、前連結会計年度末に比べ93億6百万円増加し、1,021億5千3百万円となりました。

　純資産は、前連結会計年度末に比べ1,494億2千7百万円増加し、2兆46億3千6百万円となりました。主として、親

会社株主に帰属する中間純利益2,416億2千6百万円を計上したことによる増加、前期の期末配当1,502億5千4百万円

の実施による減少、その他有価証券評価差額金の増加422億7千万円、為替換算調整勘定の増加99億円によるもので

あります。この結果、自己資本比率は74.4%となりました。
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(2) キャッシュ・フローの状況

　現金及び現金同等物の当中間連結会計期間末残高は、前連結会計年度末に比べ410億5千8百万円減少し、4,440億

1千3百万円となりました。なお、現金及び現金同等物に含まれていない満期日又は償還日までの期間が3ヶ月を超

える定期預金及び短期投資112億2千6百万円を加えた残高は、前連結会計年度末に比べ409億9千8百万円減少し、

4,552億4千万円となりました。当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりでありま

す。

　営業活動によるキャッシュ・フローにつきましては、前年同期に比べ815億8千5百万円減少の2,508億4千8百万円

の収入となりました。主として税金等調整前中間純利益3,129億8千6百万円、売上債権及び契約資産の減少779億7

千9百万円、減価償却費362億7千9百万円がそれぞれキャッシュ・フローの収入となり、法人税等の支払額1,084億2

千9百万円、前受金の減少337億5千2百万円がキャッシュ・フローの支出となったことによるものであります。

　投資活動によるキャッシュ・フローにつきましては、主として有形固定資産の取得による支出1,353億9千2百万

円により、前年同期の917億9千9百万円の支出に対し1,409億7千1百万円の支出となりました。

　財務活動によるキャッシュ・フローにつきましては、主に配当金の支払1,502億5千4百万円により、前年同期の

1,950億9千2百万円の支出に対し1,521億4千3百万円の支出となりました。

 

(3) 研究開発活動

　当中間連結会計期間の研究開発費の総額は、1,348億2千7百万円(前年同期比16.7%増)であります。

　なお、当中間連結会計期間において当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。

 

(4) 生産、受注及び販売の実績

　当社グループは、市場の変化に柔軟に対応して生産活動を行っており、生産の実績は販売の実績と傾向が類似し

ているため、記載を省略しております。受注の実績については、短期の受注動向が顧客の投資動向により大きく変

動する傾向にあり、中長期の会社業績を予測するための指標として必ずしも適切ではないため、記載しておりませ

ん。

　また、販売の実績については「第2 事業の状況　2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの

状況の分析　(1) 経営成績及び財政状態の状況」に記載のとおりであります。

 

(5) 主要な設備

　主要な設備の状況について、当中間連結会計期間に著しい変動があったものは、以下のとおりであります。主な

変動の内容は、前連結会計年度末に計画しておりました東京エレクトロン宮城㈱における生産・物流施設の新設工

事に伴う「その他」の増加及び研究開発施設の新設に伴う「建物及び構築物」等の増加に加え、東京エレクトロン

九州㈱における研究開発施設の新設工事に伴う「その他」の増加であります。

 

国内子会社

2025年9月30日現在
 

会社名
事業所名
(所在地)

設備の
内容

帳簿価額(百万円)
従業員数
(人)建物

及び構築物
機械装置
及び運搬具

土地
(面積千㎡)

その他(注) 合計

東京エレクトロン

宮城㈱

本社他

(宮城県黒川郡大和町他)
工場 76,316 18,609 － 53,017 147,943 2,237

東京エレクトロン

九州㈱

本社

(熊本県合志市)
工場 19,562 5,868

641

(101)
58,549 84,622 2,239

(注)　帳簿価額のうち「その他」は、「工具、器具及び備品」及び「建設仮勘定」等の合計であります。

 

3 【重要な契約等】

　該当事項はありません。
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第3 【提出会社の状況】

1 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 900,000,000

計 900,000,000

 

② 【発行済株式】

 

種類
中間会計期間末現在
発行数(株)

(2025年9月30日)

提出日現在
発行数(株)

(2025年11月13日)

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 471,632,733 471,632,733
東京証券取引所
プライム市場

株主としての権利内容に
制限のない、標準となる
株式であり、単元株式数
は100株である。

計 471,632,733 471,632,733 － －

(注)　「提出日現在発行数」欄には、2025年11月1日から本半期報告書の提出日までの新株予約権の行使により発行さ

れた株式数は、含まれておりません。

 

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

 

区分 第21回新株予約権 第22回新株予約権

決議年月日 2025年6月17日

付与対象者の区分及び人数

①当社取締役(2名)
②当社コーポレートオフィサー、執行役員及び幹部社員並びに当社子
会社の取締役、執行役員及び幹部社員のうち、必要と認められる者
(108名)

新株予約権の数(個) ※ 1,964 697

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び

数(株) ※

「(1)株式の総数等　②発行済株
式」に記載の普通株式　196,400

「(1)株式の総数等　②発行済株
式」に記載の普通株式　 69,700

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ 1株当たり1

新株予約権の行使期間 ※
2028年7月18日から2045年6月30日まで
ただし、米国での納税者を対象とする新株予約権割当契約について
は、新株予約権を行使できる日を2028年7月18日とする。

新株予約権の行使により株式を発行する
場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

発行価格　　　 1株当たり1
資本組入額　　 (注)1

新株予約権の行使の条件 ※ (注)2～5

新株予約権の譲渡に関する事項 ※ 新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項 ※

(注)6

※　新株予約権の発行時(2025年7月15日)における内容を記載しております。

(注) 1　新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従

い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数

を切り上げるものとします。
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2　新株予約権の分割行使はできないものとします。(新株予約権1個を最低行使単位とします。)

3　対象者が死亡した場合は、その死亡日が権利行使期間の開始日の前日以前のときには権利行使期間の開始日よ

り1年以内、その死亡日が権利行使期間の開始日以降のときには対象者の死亡の日より1年以内(ただし、権利

行使期間の末日までとします。)に限り、相続人は新株予約権を相続の上、権利行使をすることができます。

4　対象者が、当社の取締役、監査役、コーポレートオフィサー若しくは従業員等、又は当社子会社若しくは当社

関連会社の取締役、監査役若しくは従業員等の地位を喪失した場合(対象者が同時に又は連続して複数の地位

にあるときには、すべての地位を喪失した場合。以下同じ。)には、その喪失日が権利行使期間の開始日の前

日以前のときには権利行使期間の開始日より1年以内、その喪失日が権利行使期間の開始日以降のときには当

該喪失日より1年以内(ただし、権利行使期間の末日までとします。)に限り、対象者は新株予約権の権利行使

をすることができます。

5　その他の権利行使の条件等は、新株予約権割当契約に定めるとおりといたします。

6　当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会

社となる場合に限る。)、又は株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以

上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併に

つき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生

日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日、及び株式移転につ

き株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約

権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホ

までに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することができます。

再編対象会社の新株予約権を交付する場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権

を新たに発行するものとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸

収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めるこ

とを条件とします。

 　①交付する新株予約権の数

 　新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。ただし、③によ

り定める新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数、再編対象会社の当該株式の一単元の株式の数等

の事情により、同一の数以外の適切な数に調整することを妨げないものとします。

 　②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

 　再編対象会社の普通株式とします。

 　③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

 　組織再編行為の条件等を勘案の上、新株予約権者が保有する当該新株予約権の目的となる株式数(調整がお

こなわれていた場合には、調整後の株式数)に当社株式1株に対する存続会社等の株式の割当比率を乗じて、

又は合併等の条件を勘案して合理的に決定するものとします。

 　④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

 　交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後払込金額に上記③に

従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。

再編後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社

の株式1株当たり1円とします。

 　⑤新株予約権を行使することができる期間

 　上記表の新株予約権の行使期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記表の

新株予約権の行使期間の満了日までとします。

 　⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

 　新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に

従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その

端数を切り上げるものとします。

 　新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記の資本金等増加限度

額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とします。

 　⑦譲渡による新株予約権の取得の制限

 　譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとします。

 　⑧新株予約権についての行使条件及び取得

 　残存新株予約権の行使条件及び取得に準じて決定します。

7　第21回新株予約権については、上限個数を記載しており、業績評価期間(3カ年)終了後に、業績評価に応じた

割合が権利行使可能となる仕組みであります。
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区分 第23回新株予約権 第24回新株予約権

決議年月日 2025年6月17日

付与対象者の区分及び人数

①当社取締役(3名)
②当社コーポレートオフィサー、執行役員及び幹部社員並びに当社子
会社の取締役、執行役員及び幹部社員のうち、必要と認められる者
(111名)

新株予約権の数(個) ※ 3,919 1,244

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び

数(株) ※

「(1)株式の総数等　②発行済株
式」に記載の普通株式　391,900

「(1)株式の総数等　②発行済株
式」に記載の普通株式　124,400

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ 1株当たり1

新株予約権の行使期間 ※
2028年7月18日から2045年6月30日まで
ただし、米国での納税者を対象とする新株予約権割当契約について
は、新株予約権を行使できる日を2028年7月18日とする。

新株予約権の行使により株式を発行する
場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

発行価格　　　 1株当たり1
資本組入額　　 (注)1

新株予約権の行使の条件 ※ (注)2～5

新株予約権の譲渡に関する事項 ※ 新株予約権を譲渡するには、取締役会の承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に
関する事項 ※

(注)6

※　新株予約権の発行時(2025年7月15日)における内容を記載しております。

(注) 1　第21回新株予約権及び第22回新株予約権の(注)1の記載内容と同様であります。

2　第21回新株予約権及び第22回新株予約権の(注)2の記載内容と同様であります。

3　対象者が死亡した場合は、その死亡日が割当日後最初に開催される定時株主総会の開催日から権利行使期間の

開始日の前日の間のときには権利行使期間の開始日より1年以内、その死亡日が権利行使期間の開始日以降の

ときには対象者の死亡の日より1年以内(ただし、権利行使期間の末日までとします。)に限り、相続人は新株

予約権を相続の上、権利行使をすることができます。ただし、その死亡日が割当日後最初に開催される定時株

主総会の開催日以前の場合でも、当社取締役会が別途認めたときは、相続人は新株予約権を相続の上、権利行

使をすることができます。

4　対象者が、当社の取締役、監査役、コーポレートオフィサー若しくは従業員等、又は当社子会社若しくは当社

関連会社の取締役、監査役若しくは従業員等の地位を喪失した場合(対象者が同時に又は連続して複数の地位

にあるときには、すべての地位を喪失した場合。以下同じ。)には、その喪失日が割当日後最初に開催される

定時株主総会の開催日から権利行使期間の開始日の前日の間のときには権利行使期間の開始日より1年以内、

その喪失日が権利行使期間の開始日以降のときには当該喪失日より1年以内(ただし、権利行使期間の末日まで

とします。)に限り、対象者は新株予約権の権利行使をすることができます。ただし、その喪失日が割当日後

最初に開催される定時株主総会の開催日以前の場合でも、当社取締役会が別途認めたときは、対象者は新株予

約権の権利行使をすることができます。

5　第21回新株予約権及び第22回新株予約権の(注)5の記載内容と同様であります。

6　第21回新株予約権及び第22回新株予約権の(注)6の記載内容と同様であります。

7　第23回新株予約権については、上限個数を記載しており、業績評価期間(3カ年)終了後に、業績評価に応じた

割合が権利行使可能となる仕組みであります。

 

 

② 【その他の新株予約権等の状況】

　該当事項はありません。
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(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。

 

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日
発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
 

(百万円)

資本金残高
 

(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高
(百万円)

2025年9月30日 － 471,632,733 － 54,961 － 78,023

 

EDINET提出書類

東京エレクトロン株式会社(E02652)

半期報告書

 8/24



(5) 【大株主の状況】

  2025年9月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式(自己
株式を除く。)の
総数に対する所有
株式数の割合(%)

日本マスタートラスト信託銀行株式会
社(信託口)

東京都港区赤坂1丁目8番1号赤坂インター
シティAIR

112,426 24.45

株式会社日本カストディ銀行(信託口) 東京都中央区晴海1丁目8番12号 45,679 9.93

株式会社ＴＢＳホールディングス 東京都港区赤坂5丁目3番6号 15,112 3.28

JP MORGAN CHASE BANK 385632

(常任代理人 株式会社みずほ銀行)

25 BANK STREET, CANARY WHARF, LONDON,

E14 5JP, UNITED KINGDOM

(東京都港区港南2丁目15番1号
品川インターシティA棟)

14,920 3.24

STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY

505001
(常任代理人 株式会社みずほ銀行)

ONE CONGRESS STREET, SUITE 1, BOSTON,

MASSACHUSETTS
(東京都港区港南2丁目15番1号
品川インターシティA棟)

11,066 2.40

STATE STREET BANK WEST CLIENT -

TREATY 505234

(常任代理人 株式会社みずほ銀行)

1776 HERITAGE DRIVE, NORTH QUINCY, MA

02171, U.S.A.

(東京都港区港南2丁目15番1号
品川インターシティA棟)

9,657 2.10

GOVERNMENT OF NORWAY

(常任代理人 シティバンク、エヌ・エ

イ)

BANKPLASSEN 2, 0107 OSLO 1 OSLO 0107

NO
(東京都新宿区新宿6丁目27番30号)

7,056 1.53

HSBC HONG KONG-TREASURY SERVICES

A/C ASIAN EQUITIES DERIVATIVES

(常任代理人 香港上海銀行)

1 QUEEN'S ROAD CENTRAL.HONG KONG

(東京都中央区日本橋3丁目11番1号)
7,015 1.52

JP MORGAN CHASE BANK 385781

(常任代理人 株式会社みずほ銀行)

25 BANK STREET, CANARY WHARF, LONDON,

E14 5JP, UNITED KINGDOM

(東京都港区港南2丁目15番1号
品川インターシティA棟)

6,582 1.43

STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY

505103
(常任代理人 株式会社みずほ銀行)

ONE CONGRESS STREET, SUITE 1, BOSTON,

MASSACHUSETTS
(東京都港区港南2丁目15番1号

 品川インターシティA棟)

4,481 0.97

計 － 233,999 50.90

(注)　以下の大量保有報告書(変更報告書を含む)が公衆の縦覧に供されておりますが、当社として2025年9月30日現在

の実質保有状況の確認ができない部分については、上記表に含めておりません。なお、当社は、2023年4月1日付

で普通株式1株を3株に株式分割しております。

大量保有者 提出書類 提出日 保有株式数(千株)・保有割合

アセットマネジメントOne株式会
社　他1社

変更報告書 2020年12月22日 2020年12月15日現在 6,491(4.13%)

キャピタル・リサーチ・アンド・マ
ネージメント・カンパニー　他2社

変更報告書 2022年11月22日 2022年11月15日現在 6,813(4.33%)

ブラックロック・ジャパン株式会
社　他9社

変更報告書 2023年 7月 5日 2023年 6月30日現在 34,610(7.34%)

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社　他2
社

変更報告書 2024年 9月17日 2024年 9月 9日現在 22,746(4.82%)

三井住友トラスト・アセットマネジ
メント株式会社　他1社

変更報告書 2025年 9月19日 2025年 9月15日現在 35,593(7.55%)
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(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

    2025年9月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式  － － －

議決権制限株式(自己株式等)  － － －

議決権制限株式(その他)  － － －

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)

－
「(1)株式の総数等 ②発行済
株式」に記載のとおり普通株式 11,921,000

完全議決権株式(その他) 普通株式 458,931,600 4,589,316
「(1)株式の総数等 ②発行済
株式」に記載のとおり

単元未満株式 普通株式 780,133 － －

発行済株式総数  471,632,733 － －

総株主の議決権  － 4,589,316 －

(注)　1 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が900株(議決権9個)含まれてお

ります。

2 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、役員報酬BIP信託口が所有する当社株式164,100株(議決権

1,641個)及び株式付与ESOP信託口が所有する当社株式1,144,700株(議決権11,447個)が含まれております。

3 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式76株及び株式付与ESOP信託口が所有する当社株式86

株が含まれております。

 

② 【自己株式等】

    2025年9月30日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(%)

(自己保有株式)
東京エレクトロン株式会社

東京都港区赤坂五丁目3番1号 11,921,000 － 11,921,000 2.52

計 － 11,921,000 － 11,921,000 2.52

(注)　「自己保有株式」欄の株式には、役員報酬BIP信託口及び株式付与ESOP信託口が所有する当社株式は含まれてお

りません。

 

2 【役員の状況】

　該当事項はありません。
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第4 【経理の状況】

1　中間連結財務諸表の作成方法について

　当社の中間連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(1976年大蔵省令第28号。

以下「連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。

　また、当社は、金融商品取引法第24条の5第1項の表の第1号の上欄に掲げる会社に該当し、連結財務諸表規則第1編

及び第3編の規定により第1種中間連結財務諸表を作成しております。

 

2　監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、中間連結会計期間(2025年4月1日から2025年9月30日ま

で)に係る中間連結財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による期中レビューを受けております。
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1 【中間連結財務諸表】

(1) 【中間連結貸借対照表】

  (単位：百万円)

 
前連結会計年度
(2025年3月31日)

当中間連結会計期間
(2025年9月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 416,240 395,250

受取手形、売掛金及び契約資産 485,626 411,443

有価証券 79,998 59,989

商品及び製品 291,523 290,475

仕掛品 190,021 191,730

原材料及び貯蔵品 267,580 238,242

その他 69,924 85,586

貸倒引当金 △160 △156

流動資産合計 1,800,756 1,672,563

固定資産   

有形固定資産 441,706 561,263

無形固定資産   

その他 35,850 35,752

無形固定資産合計 35,850 35,752

投資その他の資産   

その他 349,070 398,794

貸倒引当金 △1,402 △1,354

投資その他の資産合計 347,668 397,440

固定資産合計 825,225 994,456

資産合計 2,625,981 2,667,019
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  (単位：百万円)

 
前連結会計年度
(2025年3月31日)

当中間連結会計期間
(2025年9月30日)

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 108,036 97,066

未払法人税等 109,446 73,098

前受金 256,392 224,168

製品保証引当金 40,381 39,152

賞与引当金 55,218 33,610

その他の引当金 3,132 400

その他 105,317 92,731

流動負債合計 677,925 560,229

固定負債   

その他の引当金 3,030 2,968

退職給付に係る負債 56,473 58,559

その他 33,342 40,625

固定負債合計 92,846 102,153

負債合計 770,771 662,382

純資産の部   

株主資本   

資本金 54,961 54,961

資本剰余金 78,011 78,011

利益剰余金 1,783,881 1,872,832

自己株式 △277,658 △272,194

株主資本合計 1,639,195 1,733,610

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 129,574 171,845

繰延ヘッジ損益 37 △9

為替換算調整勘定 60,801 70,702

退職給付に係る調整累計額 10,319 8,217

その他の包括利益累計額合計 200,733 250,755

新株予約権 15,280 20,270

純資産合計 1,855,209 2,004,636

負債純資産合計 2,625,981 2,667,019
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(2) 【中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書】

【中間連結損益計算書】

  (単位：百万円)

 
 前中間連結会計期間
(自　2024年4月1日
　至　2024年9月30日)

 当中間連結会計期間
(自　2025年4月1日
　至　2025年9月30日)

売上高 1,121,626 1,179,668

売上原価 597,664 640,807

売上総利益 523,962 538,861

販売費及び一般管理費   

研究開発費 115,492 134,827

その他 94,564 100,880

販売費及び一般管理費合計 210,057 235,707

営業利益 313,904 303,153

営業外収益   

受取配当金 1,344 1,429

その他 6,625 4,986

営業外収益合計 7,969 6,415

営業外費用   

為替差損 － 2,399

その他 692 273

営業外費用合計 692 2,672

経常利益 321,181 306,896

特別利益   

付加価値税還付金 － 4,849

投資有価証券売却益 － 1,668

その他 18 47

特別利益合計 18 6,565

特別損失   

固定資産除売却損 344 475

特別損失合計 344 475

税金等調整前中間純利益 320,855 312,986

法人税等 76,952 71,360

中間純利益 243,903 241,626

親会社株主に帰属する中間純利益 243,903 241,626
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【中間連結包括利益計算書】

  (単位：百万円)

 
 前中間連結会計期間
(自　2024年4月1日
　至　2024年9月30日)

 当中間連結会計期間
(自　2025年4月1日
　至　2025年9月30日)

中間純利益 243,903 241,626

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △2,567 42,269

為替換算調整勘定 △12,665 9,926

退職給付に係る調整額 △1,776 △2,003

持分法適用会社に対する持分相当額 △129 △169

その他の包括利益合計 △17,138 50,022

中間包括利益 226,764 291,648

（内訳）   

親会社株主に係る中間包括利益 226,764 291,648
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(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

  (単位：百万円)

 
 前中間連結会計期間
(自　2024年4月1日
　至　2024年9月30日)

 当中間連結会計期間
(自　2025年4月1日
　至　2025年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前中間純利益 320,855 312,986

減価償却費 27,709 36,279

のれん償却額 54 183

賞与引当金の増減額（△は減少） △6,653 △21,858

製品保証引当金の増減額（△は減少） 2,493 △1,321

受取利息及び受取配当金 △2,751 △2,368

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） 15,788 77,979

棚卸資産の増減額（△は増加） 15,265 33,349

仕入債務の増減額（△は減少） 8,878 △13,918

未収消費税等の増減額（△は増加） 7,005 △2,969

未払消費税等の増減額（△は減少） 13,447 △24,184

前受金の増減額（△は減少） 8,761 △33,752

その他 △1,706 △3,915

小計 409,148 356,490

利息及び配当金の受取額 3,359 2,788

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △80,074 △108,429

営業活動によるキャッシュ・フロー 332,433 250,848

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の増減額（△は増加） △4 △0

短期投資の増減額（△は増加） △10,000 －

有形固定資産の取得による支出 △77,961 △135,392

無形固定資産の取得による支出 △3,435 △4,533

その他 △397 △1,044

投資活動によるキャッシュ・フロー △91,799 △140,971

財務活動によるキャッシュ・フロー   

自己株式の取得による支出 △80,002 △1

配当金の支払額 △113,767 △150,254

その他 △1,322 △1,887

財務活動によるキャッシュ・フロー △195,092 △152,143

現金及び現金同等物に係る換算差額 △2,481 1,206

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 43,060 △41,058

現金及び現金同等物の期首残高 461,608 485,072

現金及び現金同等物の中間期末残高 ※ 504,669 ※ 444,013
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【注記事項】

(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更)

 

当中間連結会計期間
(自　2025年4月1日　至　2025年9月30日)

(1) 連結の範囲の重要な変更

　該当事項はありません。

(2) 持分法適用の範囲の重要な変更

　該当事項はありません。

(3) 連結子会社の事業年度等に関する事項の変更

　該当事項はありません。

 

(中間連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)

 

当中間連結会計期間
(自　2025年4月1日　至　2025年9月30日)

(税金費用の計算)

　当社及び一部の連結子会社は、当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に

見積り、税引前中間純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。

 

(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係)

※ 現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおり

であります。

 

 
前中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)

当中間連結会計期間
(自 2025年4月1日
至 2025年9月30日)

現金及び預金勘定 470,412百万円 395,250百万円

有価証券勘定 55,166百万円 59,989百万円

預入期間が3ヶ月を超える定期預金等 △741百万円 △1,226百万円

満期日又は償還日までの期間が

3ヶ月を超える短期投資
△20,167百万円 △10,000百万円

現金及び現金同等物 504,669百万円 444,013百万円
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(株主資本等関係)

前中間連結会計期間(自　2024年4月1日　至　2024年9月30日)

1　配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

1株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2024年5月10日
取締役会

普通株式 113,767 245 2024年3月31日 2024年5月29日 利益剰余金

(注)　2024年5月10日取締役会の決議による「配当金の総額」には、役員報酬BIP信託及び株式付与ESOP信託が保有

する自社の株式に対する配当金339百万円が含まれております。

 

2　基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

1株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2024年11月12日
取締役会

普通株式 122,508 265 2024年9月30日 2024年12月6日 利益剰余金

(注)　2024年11月12日取締役会の決議による「配当金の総額」には、役員報酬BIP信託及び株式付与ESOP信託が保有

する自社の株式に対する配当金367百万円が含まれております。

 

3　株主資本の著しい変動に関する事項

　当社は、2024年5月10日開催の取締役会決議に基づき、自己株式の取得を行いました。この取得等により自己株

式は、当中間連結会計期間において74,551百万円増加し、当中間連結会計期間末において209,767百万円となりま

した。

 

当中間連結会計期間(自　2025年4月1日　至　2025年9月30日)

1　配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

1株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2025年5月9日
取締役会

普通株式 150,254 327 2025年3月31日 2025年5月28日 利益剰余金

(注)　2025年5月9日取締役会の決議による「配当金の総額」には、役員報酬BIP信託及び株式付与ESOP信託が保有す

る自社の株式に対する配当金452百万円が含まれております。

 

2　基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

1株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2025年10月31日
取締役会

普通株式 121,363 264 2025年9月30日 2025年11月28日 利益剰余金

(注)　2025年10月31日取締役会の決議による「配当金の総額」には、役員報酬BIP信託及び株式付与ESOP信託が保有

する自社の株式に対する配当金345百万円が含まれております。

 

3　株主資本の著しい変動に関する事項

　該当事項はありません。

 

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

　当社グループは、「半導体製造装置」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
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(金融商品関係)

　金融商品は、企業集団の事業の運営において重要性が乏しいため、記載を省略しております。

 

(有価証券関係)

　有価証券は、企業集団の事業の運営において重要性が乏しいため、記載を省略しております。

 

(デリバティブ取引関係)

　デリバティブ取引は、企業集団の事業の運営において重要性が乏しいため、記載を省略しております。

 

(企業結合等関係)

　該当事項はありません。

 

(収益認識関係)

顧客との契約から生じる収益を分解した情報

地理的区分並びに製品及びサービスに分解した収益の情報は以下のとおりであります。

 

  (単位：百万円)

 

前中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

　至 2024年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2025年4月1日

　至 2025年9月30日)

地理的区分   

　日本 91,194 117,230

　北米 138,965 81,898

　欧州 39,437 24,895

　韓国 147,385 220,967

　台湾 155,375 231,319

　中国 511,028 466,280

　その他 38,239 37,076

外部顧客への売上高 1,121,626 1,179,668

   

製品及びサービス   

　新規装置　(注)1 863,802 877,939

　フィールドソリューション他　(注)1 257,824 301,728

外部顧客への売上高 1,121,626 1,179,668

(注) 1　新規装置には、新規装置の販売及び装置の設置に関連する役務の提供作業、フィールドソリューション他に

は納入済み装置に対する保守用部品、サービス及び装置改造の提供、並びに中古装置の販売等が含まれてお

ります。

2　前中間連結会計期間及び当中間連結会計期間の中間連結損益計算書に計上している売上高1,121,626百万円及

び1,179,668百万円は、主に「顧客との契約から生じる収益」です。顧客との契約から生じる収益以外の収益

は、その金額に重要性がないため、「顧客との契約から生じる収益を分解した情報」に含めて開示しており

ます。なお、顧客との契約から生じる収益は、大部分が一時点で顧客に移転される財又はサービスから生じ

る収益であります。フィールドソリューション他に含まれる保守サービス等は、一定の期間にわたり顧客に

移転されるサービスから生じる収益であるため、一定期間にわたり収益を認識しておりますが、その金額に

重要性がないため、「顧客との契約から生じる収益を分解した情報」に区分して記載することを省略してお

ります。

 

EDINET提出書類

東京エレクトロン株式会社(E02652)

半期報告書

19/24



(1株当たり情報)

　1株当たり中間純利益及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後1株当たり中間純利益及び算定上の基礎は、以下の

とおりであります。

 

項目
前中間連結会計期間
(自　2024年4月1日
　至　2024年9月30日)

当中間連結会計期間
(自　2025年4月1日
　至　2025年9月30日)

(1) 1株当たり中間純利益 528円67銭 527円31銭

(算定上の基礎)   

親会社株主に帰属する中間純利益(百万円) 243,903 241,626

普通株主に帰属しない金額(百万円) － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する
中間純利益(百万円)

243,903 241,626

普通株式の期中平均株式数(千株) 461,352 458,226

(2) 潜在株式調整後1株当たり中間純利益 527円10銭 525円62銭

(算定上の基礎)   

親会社株主に帰属する中間純利益調整額(百万円) － －

普通株式増加数(千株) 1,372 1,473

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり中
間純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計
年度末から重要な変動があったものの概要

－ －

(注)　株主資本において自己株式として計上されている役員報酬BIP信託及び株式付与ESOP信託に残存する自社の株式

は、1株当たり中間純利益及び潜在株式調整後1株当たり中間純利益の算定上、期中平均株式数の計算において控

除する自己株式に含めております。

1株当たり中間純利益及び潜在株式調整後1株当たり中間純利益の算定上、控除した当該自己株式の期中平均株式

数は前中間連結会計期間1,385千株、当中間連結会計期間1,360千株であります。

 

(重要な後発事象)

　投資有価証券の売却

　当社は、下記のとおり保有する投資有価証券の一部を売却いたしました。

 

1 投資有価証券売却の理由

　政策保有株式の縮減及び資本効率の向上を図るため

 

2 投資有価証券売却の内容

　(1) 売却株式　　　　　　　　　　当社保有の上場有価証券

　(2) 売却日　　　　　　　　　　　2025年10月29日

　(3) 投資有価証券売却益　　　　　37,215百万円
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2 【その他】

(1) 期末配当

　第62期(2024年4月1日から2025年3月31日まで)期末配当については、2025年5月9日開催の取締役会において、2025

年3月31日の最終の株主名簿に記録された株主に対し、次のとおり期末配当を行うことを決議いたしました。

 

①　配当金の総額 150,254百万円

②　1株当たりの金額 327円

③　支払請求権の効力発生日及び支払開始日 2025年5月28日

 

(注)　配当金の総額には、役員報酬BIP信託及び株式付与ESOP信託が保有する自社の株式に対する配当金452百万円が

含まれております。

 

(2) 中間配当

　第63期(2025年4月1日から2026年3月31日まで)中間配当については、2025年10月31日開催の取締役会において、

2025年9月30日の最終の株主名簿に記録された株主に対し、次のとおり中間配当を行うことを決議いたしました。

 

①　配当金の総額 121,363百万円

②　1株当たりの金額 264円

③　支払請求権の効力発生日及び支払開始日 2025年11月28日

 

(注)　配当金の総額には、役員報酬BIP信託及び株式付与ESOP信託が保有する自社の株式に対する配当金345百万円が

含まれております。

 

EDINET提出書類

東京エレクトロン株式会社(E02652)

半期報告書

21/24



第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

　該当事項はありません。
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 独立監査人の中間連結財務諸表に対する期中レビュー報告書  

 

2025年11月13日

東京エレクトロン株式会社

取締役会　御中

 

有限責任 あずさ監査法人

東京事務所

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 神　塚　　 　　勲

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 錦　織　　 倫　生

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 新　垣　　 康　平

 

監査人の結論

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている東京エレクトロン

株式会社の2025年4月1日から2026年3月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間(2025年4月1日から2025年9月30日ま

で)に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結包括利益計算書、中間連

結キャッシュ・フロー計算書及び注記について期中レビューを行った。

　当監査法人が実施した期中レビューにおいて、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められ

る企業会計の基準に準拠して、東京エレクトロン株式会社及び連結子会社の2025年9月30日現在の財政状態並びに同日を

もって終了する中間連結会計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項が

全ての重要な点において認められなかった。

 

監査人の結論の根拠

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に準拠して期中レビューを行った。期

中レビューの基準における当監査法人の責任は、「中間連結財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任」に記載され

ている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定(社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される

規定を含む。)に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たし

ている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

中間連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して中間連結財務諸表を作成し適

正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間連結財務諸表を作成し適正に表示す

るために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　中間連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき中間連結財務諸表を作成することが適切で

あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を

開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

中間連結財務諸表の期中レビューにおける監査人の責任

　監査人の責任は、監査人が実施した期中レビューに基づいて、期中レビュー報告書において独立の立場から中間連結財

務諸表に対する結論を表明することにある。

　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる期中レビューの基準に従って、期中レビューの過程を通じて、

職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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・　主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の期中レビュー手

続を実施する。期中レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年

度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

・　継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認め

られると判断した場合には、入手した証拠に基づき、中間連結財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と認

められる企業会計の基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結論付ける。

また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、期中レビュー報告書において中間連結財務諸表の

注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する中間連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、中間

連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、期中レビュー報

告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能

性がある。

・　中間連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠してい

ないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた中間連結財務諸表の表示、構成及

び内容、並びに中間連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる事項が認められな

いかどうかを評価する。

・　中間連結財務諸表に対する結論表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監査人

は、中間連結財務諸表の期中レビューに関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査人の結

論に対して責任を負う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した期中レビューの範囲とその実施時期、期中レビュー上の重要な発見

事項について報告を行う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並

びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合

又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

 

利害関係

　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

 

以　上

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(注) 1　上記の期中レビュー報告書の原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保管しております。

2　XBRLデータは期中レビューの対象には含まれていません。
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